
標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）   修正案  

2）具体的な基準   2）具体的な基準   

①人員に関する基準   ①人員に関する基準   

a 事業所の管理者皇ほ、医師、保健師、管理栄責士であること。   a 保健指導の業務を統括する者は、・豊里旦医師、保健師、管理栄責士で   

さらに、国、地方公共団体、医療保険者、日本医師会、日本青書彗協会、   あること。   

日本栄責士会等が実施する一定の研修の修了書であること。   また、常勤の管理者が置かれていること。ただし、管理上支障が無   

また、常勤の着であること。   い場合は、保健指導機関の他の職矧こ従事し・又は同一の敷地内にあるl   

他の事業所働  

b 「動機つけ支援」や「積極的支援」において、①初回の面接、②対象   

者の行動日標・支援計画の作成、③保健指導の評価に関する業務を行う   

者は、医師、保健師、管理栄蓑士であること。ただし法施行後5年間に   
限り凋  

c 対象者ことに支援計画㈱手動   
蛮習の状況の把握し評価L評代酎こ基づいた書十画の変更等）の実施につ   

いて統括的な章任を持つ医師、保健師、管理栄責士が決められている   

こと。  

d 「動機つけ支援⊥「積極的支援」のプログラムのうち、対象者の支援  
計画に基つく食生活に関する実践的指導は、管理栄養士子の他の食生活   

に関する専門的知識及び技術を有する者（事業場イこ狩ける労働者の健康  

保持増進のための指針に基プく産業栄責指導担当者牒削呆健指導担当   

者等）により提供されること。   

また、食生活に関する保健指導を自ら提供する場合には、管理栄真土   

その他の食生活に関する専門的知識及び技術を有する者を必要数雇用   

していることか望ましい。 

e ∵「動機づけ支援⊥「積極的支援」のプログラムのうち、対象者の支援  

計画に基づく運動に関する実践的指導は、運動に関する専門的知識及び  

技術を有する書（健康・体力つくり事業財団が認定する健康運勤指導士  

や事単項における労働者の健康保卿十に茎つく運動指  
導担摘当壱等）により提供されること。   

また、運動に関する保健指導を自ら提供する場合には運動に関する専  

門的知識及び技術を肯する者を必要数雇用していることが望ましい。  

圭 保健指導プログラムに応じて、宇卿要   

な連携を図ること。  g髄 、  

日本看護協潮定の研修を修了しているこ   

とが望ましい。  

止 保健指導対象者が治療中の場合には、Cに掲げる書が必要に応じて   

当該保健指導対象者の主治医と連携を図ること。   

b 動機づけ支援や積極的支援において、①初回の面接、②対象者の行動   

目標・支援計画の作成、③保健指導の評価に関する業務を行う者は、医   

師、保健師、管理栄責士であること。   

さちに、噛協会、   

日本栄養士会等が実施する二定の研岬レい   

こと．  

c 対象者ことに支援計画の実右引こついて統括的な責任を持つ医師、保健   

師、管理栄襲士が決められていること。  

d 積極的支援のプログラムのうら、食生活に関する保健指導は、管理栄   

養士その他の食生活に関する専門的知識を有する者により提供される   

こと。   

また、食生活に関する保健指導を自ら提供する場合には、管理栄贅士   

その他の食生活に関する専門的知書哉を有する者を必要数雇用している   

こと。  

e 積極的支援のプログラムのうち、運動に関する保健指導は、運動に関  

する専門的知識を有する者（例えば、健康・体力つくり事業財団が認定   

する健康運勤指導士等）により提供されること。  

また、運動に関する保健指導を自ら提供する場合には運動に関する専   

門的知識を有する者を必要数雇用していることが望ましいこと。  

⊥ 保健指導対象者が治療中の場合には、Cに掲げる者が必要に応じて当   

該保健指導対象者の主治医と連携を図ること。  
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且事業所における保健指導の業務を統括する者をいう。  



保健指導プログラム（暫定版）  標準的な健診   

②施設又は設備等に関する基準   

a 本プログラムに定める内容の保健指導を適切に実施するために必要な  

施設及び設備を肯していること。   

b 個別指導を行う際、対象者のプライバシーが十分に保護される施設（部  

屋）が確保されていること。   

c 運動の実践指導を行う場合には、救急時における応急処置のための設  
備を肯していること。   

d 健康増進法監■25莱に定める受動喫煙の防止連星が講じられているこ   
と廊こ昏己膚すること）。   

③保健指導の内容に関する基準   

a 本プログラムに準拠したものであり、科学的根拠に基づくとともに、  

対象者や地土或、職域の特性を考慮したものであること。   

b 具体的な保健指導のプログラム（支援のための材料、学習教材等を含  

む）は、医療保険者に提示され、医療保険者の了解が得られたものであ  

ること。   

c 最新の知見、情幸酎こ基づいた支援のための材料、学習教材等を用いる  

よう取り組むこと。   

d 個別指導を行う場合はプライバシーが保護される場で行われること。   

e 契約期間中に、保健指導を行った対象者から指導内容について相談が  

あった場合は、事業者は相談に応じること。  

†保健指導対象者のうち保健指導を受けなかった者又は保健指導を中断  

した者への対応については、個別訪問するなど対象者本人の意思に基つ  

いた適切かつ積極的な対応を図ること。   

④保健指導の記録等の情報の冒又扱いに関する基準   

a 本プロクラムにおいて定める電子的標準様式により、医療保険者に対  

して保健指導対象者の保健指導レベル、効果（腹囲、体重）等を安全か  

つ達やかにCローR等の電磁的方式により提出すること。   

b 保健指導に用いた詳細な質問票、アセスメント、具体的な指導の内容、   

フォローの状況等を記載したもの力＼適切に保存・管理されていること。  

凍得た保健指導対象者の情報を漏ら  

レてはならない。  

且 個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及びこれ   

に基づくガイドライン（「医療・介護関係事業者における個人情報の適切   

な取扱いのためのガイドライン」、「健康保険組合等における個人情報の   

適切な取扱いのためのガイドライン」、「国民健康保険組合における個人   

情報の適切な取扱いのためのガイドライン」等）等を遵守すること。  

j 医摩 保険者の蚕託牽受l僻   
見、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守するこ   

と。   

②施設又は設備等に関する基準   

a 本プログラムに定める内容の保健指導を適切に実施するために必要な  

施設及び設備を存していること。   

b 個別指導を行う襟、対象者のプライバシーが十分に保護される施設（部  

屋）が確保されていること。   

c 運動の実践指導を行う場合には、救急時における応急処置のための設  
備を肯していること。   

d 保健指導が実施される施設の敷地内が全面禁煙とされていること。   

③保健指導の内容に関する基準   

a 本プログラムに準拠したものであり、科学的根拠に基づくとと毛に、  

対象者や地域、職工或の特性を考慮したものであること。   

b 具体的な保健指導のプログラム（支援のための材料、学習教材等を含   

む）は、医療保険者に提示され、医療保険者の了解が得られたものであ  

ること。   

c 最新の知見、情矧こ基づいた支援のための材料、学習教材等を用いる  

こと。   

d 個別指導を行う場合はプライ／†シー別呆吉隻される場で行われること。   

e 契約期間中に、保健指導を行った対象者から指導内容について相談が  

あった場合は、事業者は相談に応じること。  

†保健指導対象者のうら保健指導を受けなかった者又Jま保健指導を中断   

した者への対応については、個別訪問するなど対象者本人の意思に蔓つ  

いた適切かつ積極白勺な対応を図ること。   

④保健指導の記録等の情報の取扱いに関する基準   

a 本プログラムにおいて定める電子的標準様式により、医療保険者に対  

して保健指導対象者の保健指導レベル、効果（臆臥体重）等を安全か  

つ達やかにCD－R等の電磁的方式により提出すること。   

b 保健指導に用いた詳細な質問票、アセスメント、具体的な指導の内容、  

フォローの状況等が適切に保存・管理されていること。  
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且個人惰弱の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及びこれ   

に基つ＜ガイドライン（「医療・介護関係事業者における個人情報の適切   

な甘又扱いのためのガイドライン」、「健康保険組合等における個人情報の   

適切なヨ又扱いのためのガイドライン」、「国民健康保険組合における個人   

情報の適切な取扱いのためのガイドライン」等）等を遵守すること。  

且 煙毒醐タの電子媒体による保存等について尽、「医   
療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守すること。  



標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）   修正案   

且 インターネットを利用した保健指導を行う場合には、「医療情報システ   ⊥ インターネットを利用した保健指導を行う場合には、「医療情報シス   

ムの安全管理に関するガイドライン」の6．9外部と個人情報を含む医療   テムの安全管理に関するガイドライン」の6．9外部と個人情報を含む医   

情報を交換する場合の安全管理に規定されているとおり、①秘匿性の確   療情報を交換する場合の安全管理に規定されているとおり、①秘匿性の   

保のための適切な暗号化、②通信の起点・縄点描別のだめの認証、③リ   確保のための適切な暗号化、②通信の起点・終点識別のための認証、③   

モートロクイン制限機能により安全管理を行うこと。さらに、（Dインタ   リモートログイン制限機能により安全管理を行うこと。さらに、（かイン   

－ネット上で保健指導対象者が入手できる情報の性質に応じて、パスウ   ターネット上で保健指導対象者か入手できる情報の性質に応じて、パス．   

ウードを複数設けること（酎えば、健診データを含まないページにアク   

セスする場合には英数字のパスワードとし、健診データを含むページに   

アクセスする場合には本人にしか知りえない質問形式のパスウードと   

する等）、②インターネット上で健診データを入手できるサービスを受   

けることについて必ず本人の同意を得ること、③当該同書を得られない   

者の健診データは、当該サービスを受ける者の健診データとは別の保存   

場所とし、外部から物理的にアクセスできないようにすること等によ   

り、外部への情報漏洩、不正アクセス及びコンピュータ・ウイルスの侵   

入等の防止のための安全管理を徹底すること。  

且 保健指導結果の分析等を行うため、医囁保険学の委託を受けて保健指   

を外部に提供する拐合は、本来必要とされる情報の範囲に限って   

提供すべきであり、個人情報をマスキングすることや個人が特定できな   

い番号を付すことなどにより、当該個人情報を匿名化すること。  

⑤運営等に関する基準  

a 対象者にとって保健指導が受けやすくなるよう、利用者の利便性に配   

慮した保健指導（例えば、土日祝日・夜間に行うなど）を実施するなど   

保健指導の実施率を上げるよう取り組むこと。  

上 

＿  

確認する上で必要な資料の提出等を速やカリこ行うこと。  

⊆ 保健指導を行う際に商品等の勧誘・販売等を行わないこととするとと   

もに、保健指導を行う地位を利用した不当な推奨・販売（例えば、商品   

等を保健指導対象者の誤解を招く方法で勧めること）等を行わないこ   

と。  

d 保健指導実施者に必要な研修を定期的に行うこと等により、当該保健   

指導実施者の資質の向上に努めていること。  

豆 本プロクラムに定める内容の保健指導を適切かつ継続的に実施するこ   

とができる財務基盤を青すること。  

王 医療保険者から受託した業務の一部の再委託が行われる場合には、医療   

保険者が委託先と委託契約を締結するに当たり、当該委託契約におい   

て、再委託先との契約において本基準に掲げる事項を遵守することを明   

記すること。  

g 次に掲げる事業の運営についての重要翠項に関する規程登定め、医療   

保険者及び受診畳が前号って鱒詑できる方法（ホームページ上での曝郵   

量）を通じて、幅広く周知すること。   

ードを複数設けること（健診データを含まないページにアクセスする場  

合には英数字のパスウードとし、健診データを含むページにアクセスす  

る場合には本人にしか知りえない質問形式のパスウードとする等）、②  

インターネット上で健診データを入手できるサービスを受けることに  

ついて必ず本人め同意を得ること、③当該同意を得られない者の健診デ  

ータは、当該サービスを受ける者の健診データとは別の保存場所とし、  

外部から物理的にアクセスできないようにすること等により、外部への  

情報漏洩、不正アクセス及びコンピュータ・ウイルスの侵入等の防止の  

ための安全管理を徹底すること。   

⊥ 保健指導結果の分析等を委託する際には、本来必要とされる情報の範  
囲に限って提供すべきであり、個人情報をマスキングすることや個人が  

特定できない番号を付すことなとにより、当該個人情報を匿名化するこ  

と。   

⑤運営等に関する基準   

a 対象者にとって保健指導が受けやす＜なるよう、利用者の利便性に配  

慮した保健指導（例えば、土日祝日・夜間に行うなど）を実施するなと  

保健指導の実施率を上げるよう取り組むこと。   

㊤ 対象者から苦情を受け付ける窓口が設置され、苦情への対応が適切に  

行える体制であること。   

且医療保険者の求めに応じ、医療保険者が適切な保健指導の実施状況を  

確認する上で必要な資料の提出等を速やかに行うこと。   

且 保健指導を行う際に商品等の勧誘・販売等を行わないこととするとと  

もに、保健指導を行う地位を利用した不当な推奨・販売（例えば、商品  

等を保健指導対象者の誤解を招＜方法で勧めること）等を行わないこ  

と。   

且 保健指導実施者に必要な研修を定期的に行うこと等により、当該保健  

指導実施者の資質の向上に努めていること。   

⊥ 本プログラムに定める内容の保健指導を適切かつ継続的に実施する  

ことができる財務基盤を有すること。   

且 医療保険者から受託した業務の一部の再委託が行われる場合には、医  

療保険者が委託先と委託契約を締結するに当たり、当該委託契約におい  

て、再委託先との契約において本基準に掲げる事項を遵守することを明  

記すること。  
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）   11参止朱   

（5）国、都道府県、市町村、医療保険者の役割  （5）国、都道府県、市町村、医療保険者の役割  

1）国の役割  1）国の役割   

国は、保健指導の標準的なプログラムを示すとともに、これを基にした保   国は、保健指導の標準的なプロクラムを示すとともに、これを基にした保   

健指導の委託基準を示す。   健指導の委託基準を示す。   

また、都道府県において、事業者の指導ができるよう、保健指導に関する   また、都道府県において、事業者の指導ができるよう、保健指導に関する   

情報を都道府県に報告する規定を設けるなど、情報の公開に努める。   情報を都道府県に報告する規定を設けるなど、情報の公開に努める。   －   

2）都道府県の役割  

地土或・職域連携推進協議会を活用して、生活習慣病対策に取り組む関係者   

間（事業者を含む）の総合調整を行い、体制整備を行う。  

また、保険者協議会などを活用して、委託する事業者に関する情報交換を   

行い、適切な委託契約が行えるよう支援する。  

市町村、医療保険者、事業者が行う保健指導の質を向上させることができ   

るよう、保健師、管理栄養士等に対する研修等を行い、質の高い事業者を育   

成する。また、保健指導に関するデータの収集及び分析を行い、市町村や医   

療保険者に提供し、事業者の選定に資する。  

また、医療保険者の違いによる保健指導の実施に格差が生じた場合には、   

都道府県の地域・職域連携協議会等を通じて、その調整を行う。   

3）市町村（一般行政）の役割   

地域住民からの健診・保健指導に関する様々な相書炎に応じる体制をつくる。  

4）医療保険者の役割  

保健指導に関する計画を策定し、効果白勺な保健指導が提供できるよう、予   

算の確保、実施体制の整備を行う。   

その中で、地Ⅰ或・職域の特性を考慮に入れた保健指導の理念を明確にし、   

生活習慣病対策全体における保健指導の位置つけを明確にするとともに、ア   

ウトリーシンクする業務の範囲や考え方を定め、実の高い事業者を選定する。  

アウトリーシンクの目的に合致した委託基準を作成し、適切な事業者を選   

定するとともに、契約内容についてモニタリンクを行い、問題力てある場合に   

は適宜改善を求める。  

また、委託した事業者から提出された事業の結果報告以外に、対象者から   

直接的な評価、また、費用対効果を評価し、効率的でかつ質の高い保健指導   

の実施に努める。   

2）都道府県の役割   

地Ⅰ或・職域連携推進協議会を活用して、生活習慣病対策に取り組む関係者   

間（事業者を含む）の総合調整を行い、体制整備を行う。  

また、保険者協議会などを活用して、委託する事業者に関する情報交換を   

行い、適切な委託契約が行えるよう支援する。   

市町村、医療保険者、事業者が行う保健指導の質を向上させることができ   

るよう、保健師、管理栄養士等に対する研修等を行い、質の高い事業者を育   

成する。また、保健指導に関するデータの収集及び分析を行い、市町村や医   

療保険者に提供し、事業者の選定に資する。  

また、医療保険者の違いによる保健指導の実施に楕差が生じた場合には、   

都道府県の地域・職域連携協議会等を通じて、その調整を行う。   

3）市町村（一般行政）の役割   

地土或住民からの健診・保健指導に関する様々な相談に応じる体制をつくる。   

4）医療保険者の役割  

保健指導に関する計画を策定し、効果的な保健指導が提供できるよう、予   

算の確保、実施体制の整備を行う。   

その中で、地域・職域の特性を考慮に入れた保健指導の理念を明確にし、   

生活習慣病対策全体における保健指導の位置つけを明確にするとともに、ア   

ウトリーシンクする業務の範囲や考え方を定め、質の高い事業者を選定する。  

アウトリーシンクの目的に合致した委託基準を作成し、適切な事業者を選   

定するとともに、契約内容についてモニタリンクを行い、問題がある場合に   

は適宜改善を求める。  

また、委託した事業者から提出された事業の結果報告以外に、対象者から   

直接白勺な評価、また、費用対効果を評価し、効率的でかつ質の高い保健指導   

の実施に努める。  
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第4編 体制†基盤整備、総合評価   －
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）   修正案   

第1華 人材育成体制の整備   第1章 人材育成体制の整備   

（1）基本的考え方   （1）基本的考え方   

○ 健診・保健指導事業の企画立案・実施・評価が本プログラムに墨つき適切に実  ○ 健診・保健指導事業の企画立案・実施・評価が本プログラムに基つき適切に実   

施されるよう、これらの業務を行う者は、都道府県等が実施する研修に積極的に   施されるよう、これらの業務を行う者は、都道府県等が実施する研修に積極的に   

参加するとともに、常に自己研錨に努める必要がある。  参加するとともに、常に自己研錯に努める必要がある。  

○ 国、都道府県、市町村、医療保険者、医療関係団体等は、健診・保健指導事業   

の企画立案・実施・評価の業務を行う者に対し、最新の科学的矢口見に基づいた効   

果的な保健指導の知岩哉・技術を修得するための研修や、具体的な保健指導の事例   

の情報提供など人材育成の機会を提供する必要がある。  

（2）国の役割   

国は、全国において一定レベル以上の人材の質が確保されるよう、健診・保健指  

導に関する人材育成の体系や研修に関するガイドラインを作成し、都道府県等に示  

すとともに、都道府県等が研修を行う際に使用することができる学習教材等を作  

成・提供する。   

また、国は、国立保健医療科学院において都道府県の指導者（健吉多・保健指導に  

関する研修を企画立案する者）等に対する研修を行う。  

○ 国、都道府県、市町村、医療保険者、医療関係団体等は、健診・保健指導事業   

の企画立案・実施・評価の業務を行う者に対し、最新の科学的知見に基づいた効   

果的な保健指導の知識一技術を修得するための研修や、具体的な保健指導の事例   

の情報提供など人材育成の機会を提供する必要がある。  

（2）国の役割   

国は、全国において一定レベル以上の人材の質が確保されるよう、健診・保健指  

導に関する人材育成の体系や研修に関するガイドラインを作成し、都道府県等に示  

すとともに、都道府県等が研修を行う際に使用することができる学習教材等を作  

成・提供する。   

また、国は、国立保健医療科学院において都道府県の指導者（健吉多・保健指導に  

関する研修を企画立案する書）等に対する研修を行う。  

（3）都道府県の役割   

都道府県は、国が示した健診・保健指導に関する人材育成の体系や研修に関する  

ガイドラインを踏まえ、健診・保健指導事業の企画立案・実施・評価の業務を行う  

者を対象に、①企画立案・評価に関する知書哉・技術、②最新の科学的知見に基づい  

た効果的な保健指導の知識・技術、③ポピュレーションアプローチとの効果的な組  

合せ等に関する研修を実施する。   

また、これらの研修を実施するため、都道府県は、地工或の医療関係団体、教育機  

関等の協力を得て、研修を行う講師等を確保するとともに、都道府県が実施する研  

修会と医療関係団体等が実施する研修の開催日暗が重なったり、同じ内容となった  

りしないよう、都道府県が中心となって、研修を行う団体間の調整を行う。   

さらに、都道府県は、当該都道府県内において健診・保健指導を行う人材の確保  

が困難な地土或が発生しないように、市町村の求めに応じて、当該市町村に研修を行  

う講師等を派遣し、研修を実施するなど各都道府県内で研修の実施体制が確保でき  

るよう配慮する。  
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（3）都道府県の役割   

都道府県は、国が示した健診・保健指導に関する人材育成の体系や研修に関する  

ガイドラインを踏まえ、健診・保健指導事業の企画立案・実施・評価の業務を行う  

者を対象に、①企画立案・評価に関する知識・技術、②最新の科学的知見に基づい  

た効果的な保健指導の知識・技術、③ポピュレーションアプローチとの効果的な組  

合せ等に関する研修を実施する。   

また、これらの研修を実施するため、都道府県は、地域の医療関係団体、教育機  

関等の協力を得て、研修を行う講師等を確保するとともに、都道府県が実施する研  

修会と医療関係団体等が実施する研修の開催日暗が重なったり、同じ内容となった  

りしないよう、都道府県が中心となって、研修を行う団体間の調整を行う。   

さらに、都道府県は、当該都道府県内において健診・保健指導を行う人材の確保  

が囲難な地域が発生しないように、市町村の求めに応じて、当該市町村に研修を行  

う講師等を派遣し、研修を実施するなど各都道府県内で研修の実施体制が確保でき  

るよう配慮する。   



標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）  

（4）市町村の役割   

市町村は、保健事業（①医療保険者としての健喜多・保健指導、②住民に対する生  

活習慣病予防のためのポピュレーションアプローチ）に従事する保健師、管理栄養  

士等に対して、市町村自らが研修を行うことに加え、都道府県、医療関係団体等が  

実施する研修を受けさせることが必要である。   

また、医療保険部門と衛生部門のジョブローテーショゾにより、健診・保健指  

導とポピュレーションアプローチとの効果的な組合せを企画立案できる人材の育  

成を行うことや、健診■保健指導の経験を肯する者を都道府県等が実施する研修の  

講師とする等の協力を行うことも必要である。   

さらに、市町村は、これまで健康つくりに関するボランティアを育成してきたと  

ころであるが、生活習慣病対策の充実・弓削ヒを図る観点から、引き続き健康つくり  

を推進するボランティア育成のための研修を実石垣することが必要である。  

（5）医療保険者の役割   

医療保険者は、健診・保健指導事業の企画立案・実方壱・評価の業務を行う者に対  

して、医療保隕壱自らが研修を行うことに加え、都道府県、医療関係団体等が実施  

する研修を受けさせることが必要である。   

また、医療保険者の団体は、最新の科学的知見に基づいた効果的な健喜多・保健指  

導が実施されるよう、医療関係団体、教育機関等の協力を得て、資質の向上を継続  

的に図られるよう団体所属の医療保険者に対し、医療保険者が研修を行う際に使用  

することができる学習教材等を作成・提供することや、医療保険者団体自ら研修を  

実施するなど医療保険者が行う人材育成を支援していくことが必要である。  

（6）医療関係団体の役割   

日本医師会、日本看護協会、日本栄茸土合等の医療関係団体及び当該団体の都道  

府県支部は、保健指導を実施する者の資質の向上を図るため、積極的に研修会を行  

うことが求められる。脚体が協力し、共  

ユニ⊥上」Lこ二二．二⊥ニ＿⊥工こ」ニ」⊥⊥二二＿三」LL∵二⊥ニニ・ご．⊥二．  

体の都道府県支㈱即重で構成されるチ  

丁真に皐る保†建指導に繋が壱ような配嘩も必要である。   

また、保健指導に従事する医師等については、内臓脂肪症候群（メタポリツクシ  

ンドローム）の概念を導入した保健指導に関する知識・技術を脅することが必須で  

あることから、関係団体、学会等が保健指導に関連し、特に言忍定する既存の資格（日  

本医師会認定健康スポーツ医など）の賛成課程においても、そのような観点からの  

研修内容の見直しの検討が求められる。  

（4）市町村の役割   

市町村は、保健事業（①医療保険者としノての健診・保健指導、②住［引こ対する生  

活習慣病予防のためのボビュレーションアプローチ）に従事する保健師、管理栄責  

士等に対して、市町村自らが研修を行うことに加え、都道府県、医療関係団体等が  

実施する研修を受けさせることが必要である。   

また、医療保険部門と衛生部門のジョブローテーショゾにより、健診・保健指  

導とポピュレーションアプローチとの効果的な組合せを企画立案できる人材の育  

成を行うことや、健診・保健指導の経験を毒する者を都道府県等が実施する研修の  

講師とする等の協力を行うことも必要である。   

さらに、市町村は、これまで健康つくりに関するボランティアを育成してきたと  

ころである力て、生活習慣病対策の充実・強化を図る観点から、引き続き健康つくり  

を推進するボランティア育成のための研修を実施することが必要である。  

（5）医療保険者の役割   

医療保険者は、健診・保健指導事業の企画立案・実施・評価の業務を行う者に対  

して、医療保険者自らが研修を行うことに加え、都道府県、医療関係団体等が実施  

する研修を受けさせることが必要である。   

また、医療保険者の団体は、最新の科学的知見に茎ついた効果的な健診・保健指  

導が実施されるよう、医療関係団体、教育機関等の協力を得て、美質の向上を継続  

的に図られるよう団体所属の医療保険者に対し、医療保険者が研修を行う際に使用  

することができる学菖教材等を作成・提供することや、医療保険者団体自ら研修を  

実施するなど医療保険者が行う人材育成を支援していくことが必要である。  

（6）医療関係団体の役割   

日本医師会、日本看護協会、日本栄真土会等の医療関係団体及び当該団体の都道  

府県支部は、保健指導を実施する者の資質の向上を図るため、積極的に研修会を行  

うことが求められる。昭博萎碑レ、芦  

同で割銅‾るなど、複数の職種で構成卿うな  

配慮も必要である。   

また、保健指導に従事する医師等については、内臓脂肪症候群（メタポリツクシ  

ンドローム）の概念を導入した保健指導に関する知識・技術を肯することが必須で  

あることから、関係団体、学会等が保健指導に関連し、特に認定する既存の資格（日  

本医師会認定健康スポーツ医なと）の養成課程においても、そのような観点からの  

研修内容の見直しの検討が求められる。  
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1資質向上のため、人材育成計江別こ基づいて、職務の異動を行うことu   1資質向上のため、人材育成計画に基づいて、職務の異動を行うこと。  



標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）   修正案   

第2章 最新の知見を反映した   第2章 最新の知見を反映した  

健診・保健指導内容の見直しのための体制整備  健診・保健指導内容の見直しのための体制整備  

（1）基本的考え方  （1）基本的考え方   

○ どのような健診項目等を設定し、保健指導を実施すれば、効果的・効率的に被  ○ どのような健診項目等を設定し、保健指導を実施すれぼ、効果的・効率的に被   

． 保険者の生活習慣病予防が図られるのかを評価するため、各医療保険者は、健   保険者の生活習慣病予防が図られるのかを評価するため、各医療保険者は、健   

診・保健指導に関するデータを継続的に蓄積することが必要となる。   

○ 各医療保険者が蓄積したデータについては、個人情報の保護に＋分留憲しつ   

つ、国において分析・評価し、その結果を健吉多・保健指導プロクラムに反映する   

ことが必要である。  

（2）国の役割   

国は、医療保険者の協力を得て、健診・保健指導データを統計的に処理・分析す  

るために収集し、関係学会等の協力を得て評価を行う。その評価結果を踏まえ、医  

療保険者による効果的，効率的な健診・保健指導の実施のために必要な場合には、  

健診項目、保健指導の内容等を見直してい＜必要がある。なお、政府の「lT新改革  

戦略」においては、「個人が生涯を通じて健康情報を活用できる基盤つ＜り」※をめ  

ざし、個人情報の保護に十分留意しつつ、健診結果を電子データとして継続的に収  

集し、適切に管理するための仕組みや、疾病予防の推進のため、健康情報を収集、  

活用する万策を確立することとされている。   

また、国は、健診・保健指導データの評価を躍まえ、保健指導に用いる学習教材  

等の作成を行う。このような学習教材の作成に際しては、独立行政法人国立健康・  

栄薫研究所における研究成果や調査結果の活用について協力を得ながら、国立保健  

医療科学院が中心となり、学習教材を作成してい＜ことが必要となる。さらに、国  

立保健医療科学院においては、保健指導を行う際の支援材料、学習教材等をインタ  

ーネットで公開し、自由にダウンロードできるシステムを構築すべきである。   

また、国立保健医療科学院においては、健診・保健指導内容の科学的根拠を継続  

的に収集し、評価するため、健吉多・保健指導データ等を分析する機能・役割が必要  

となる。   

さらに、国は、最新の知見を反映した健診・保健指導を確実に行うために、保健  

師、管理崇責±等の基礎教育において必要な知識・技術を習得させる必要があり、  

これらの養成カリキュラムの見直しの検討を行うことも必要である。   

診・保健指導に関するデータを継続的に蓄積することが必要となる。   

○ 各医療保険者が蓄積したデータについては、個人情報の保護に十分留意しつ   

つ、国において分析・評価し、その結果を健診・保健指導プログラムに反映する   

ことが必要である。  

（2）国の役割   

国は、医療保険者の協力を得て、健診・保健指導データを統計的に処理・分析す  

るために収集し、関係学会等の協力を得て評価を行う。その評価結果を踏まえ、医  

療保険者による効果的・効率的な健診・保健指導の実施のために必要な場合には、  

健診項目、保健指導の内容等を見直してい＜必要がある。なお、政府の「什新改筆  

戦略」においては、「個人が生涯を通じて健康情報を活用できる基盤つくり」※をめ  

ざし、個人情報の保護に十分留意しつつ、健診結果を電子データとして継続的に収  

集し、適切に管理するための仕組みや、疾病予防の推進のため、健康情報を収集、  

活用する方策を確立することとされている。   

また、国は、健診・保健指導データの評価を踏まえ、保健指導に用いる学習教材  

等の作成を行う。このような学習教材の作成に際しては、独立行政法人国立健康・  

栄棄研究所における研究成果や調査結果の活用について協力を得ながら、国立保健  

医療科学院が中心となり、学習教材を作成してい＜ことが必要となる。さらに、国  

立保健医療科学院においては、保健指導を行う際の支援材料、学習教材等をインタ  

ーネットで公開し、自由にダウンロードできるシステムを構築すべきである。   

また、国立保健医療科学院においては、健診・保健指導内容の科学的根拠を継続  

的に収集し、評価するため、健診・保健指導データ等の収集が可能となる機能・役  

割が必要となる。   

さらに、国は、最新の知見を反映した健診・保健指導を確実に行うために、保健  

師、管理栄責±等の基礎教育において必要な知識・技術を習得させる必要があり、  

これらの賛成カリキュラムの見直しの検討を行うことも必要である。  

ー
一
∽
∽
－
 
 



標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）  

＿一－■＿－－－一一－－一一－－－－－一一－－‾－－－‾‾－－‾‾‾■‾‾‾‾‾‾‾‾－、‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

1 ；※汀新改革戦略（平成18年1月19日、IT戦略本部〔本部長 内閣総理大臣〕）1 ！（P13より抜粋）                   ；  
－■■■一－－一－－一一－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－一一－－一一一一－－－－－－一一－－－－－一一一－－－－－－一－－－－－－一一一一－一一一、－‾‾‾■‾－‾‾‾‾■  

t※什新改革戦帽（平成18年1月19〔∃、IT戦略本部〔本部長 内閣総理大臣〕）  

；（P13より抜粋）  
（個人が生涯を通じて健康情報を活用できる基盤つくり）  

1∴墓涯にわたる健吉多結果を電子データとして継続白引こ収集し、適切に管理するための仕組み（収   

集すべき健喜多項目、事票準的なデータ形式、管理運営方法等）を2007年度までに確立する。  

2．電子データとして収集される健診結実等の健康情報を個人、保険者等が活用するための基盤  

（健康情報を管理するデータベース、ICカードを活用した個人による自らの健康情報への参   
機旨巨 照等）の聖備を2008年度までに開始し、2010年度までにその普及を推進する。  

（個人が生涯を通じて健康情報を活用できる基盤づくり）  

1．生涯にわたる健喜多結果を電子データとして継続的に収集し、適切に管理するための仕紹み（収   

集すべき健診項目、標準的なデータ形式、管理運営方法等）を2007年度までに確立する。  

2．電子データとして収集される健喜多結果等の健康情報を個人、保険者等力唱用するための基盤  

（健康情報を管理するデータベース、ICカードを活用した個人による自らの健康情報への参   

照機能等）の整備を2008年度までに開始し、2010年度までにその昔及を推進する。  

3．疾病予防の推進等に向け、収集された健康情報の活用万策を2010年度までに確立する。  
】＿＿＿■＿＿一－■■■■一－■■一■■－■■■■－■－－－－一一－一一一一一－－－－一一一－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－一一一－－－－一－－■■、－■－－－■■●‾■  

ど3．疾病予防の推進等に向け、収菓された健康情報の活用万策を2010年度までに確立する  
■■－－■■－■■■－■－－■－－－、－－－－－■■－－－－－－－－－－－－一一一一－－－■－－－－－－－一一一－－－－－、－－－一■－一一■■－－■■■一■■－■－■■－－－■－－  

（3）関係学会の役割   

関係学会は、国が行う健診・保健指導データの分析・評価について協力し、学会  

における最新の知見などの言義論を踏まえ、健吉多・保健指導プログラムの見直しを行  

う必要性やその内毎について国に対し協力を行うことが望まれる。  

（4）都道府県の役割   

都道府県においては、医療保険者や地域の大学・研究機関等の協力を得て、健診・  

保健指導データを統計的に処理・分析し、評価を行うことにより、都道府県におけ  

る健康づくり施策や都道府県が実施する研修内容へ反映させるとともに、各地域の  

保険者協言義会と地域・職工或連携推進協議会間と旦健診・保健指導の効果の評価、研  

修内容の相互評価、要託先の事業者のサービスの質の相互評価を図る甥を提供する  

ことが必要である。  

（5）市町村の役割   

市町村においては、保健事業（①医療保険者としての健診・保健指導、②住巨引こ  

対する生活習慣病予防のためのポピュレーションアプローチ）を総合的に実施する  

ため、衛生部門の医師、保健師、管理宋責士等がレセプトや保健指導データ等を活  用鹸節理）すること  
により地土或ごとの喜果題を明確にした上で、ポピュレーションアプローチを効果的・  

効率白勺に実施していくことが必要である。   

（3）関係学会の役割   

関係学会は、国が行う健診・保健指導データの分析▼評価について協力し、学会  

における最新の知見などの議論を掲まえ、健診・保健指導プログラムの見直しを行  

う必要性やその内容について国に対し協力を行うことが望まれる。  

（4）都道府県の役割   

都道府県においては、医療保険者や地上或の大学・研究機関等の協力を得て、健診・  

保健指導データを統計的に処理・分析し、評価を行うことにより、都道府県におけ  

る健康つくり施策や都道府県が実施する研修内容へ反映させるとともに、各地t或の  

保険者協喜議会と地工或・職Ⅰ或連携推進協議会間における健吉多」呆健指導の効果の評†臥  

研修内容の相互評価、委託先の事業者のサービスの質の相互評価を図る場を提供す  

ることが必要である。  

（5）市町村の役割   

市町村においては、保健事業（①医療保険者としての健吉多・保健指導、②住E引こ  

対する生活習慣病予防のためのポピュレーションアプローチ）を総合的に実施する  

ため、衛生部門の医師、保健師、管理栄責士等がレセプトや保健指導データ等を活  

用することにより地土或ことの課題を明確にした上で、ポピュレーションアプローチ  

を効果的・効率的に実施してい＜ことが必要である。  

・旦」さモ温昏堤主義去、 

保碑  

保険者において収集・分析された各種デ郷や都道府県単位のテニ  
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踏まえた  ような地域の   斤では把‡  

忠⊥至且迄皇室急呈こ三ニュ亘三ゴニュ温二泣芸⊥三ユ盈旦こ這．i二重曇主⊥豆三二・三三  

軋各医療保険者による研修内容の相互評価や要軒先の事業者のクービスの賞の相  

互評価などを行うことか考えられ乳   

量モ、廟  

即或における健康つくりを細  

め、麺今後は、都道府県健康土曽進言十画の見直し、生活  

習慣病対策と介護予防対策との連携、保健事業の実施体制の整備、健診・保健指導  
墜出．た週邑虹ごl丘過塩岨ゝ＿；M．腿雌  
≦り政策の推進lこ活用することが考えられるし   

（ヱ）その他   

今後、健診・保健指導データの蓄積が進むにつれ、医療保険者自らが実施する場  
合も含め、健吉多・保健指導の質の管理・評価を行うための第三者評価の仕組みが必  
要となると考えられる。  

（旦）その他   

今後、健喜多，保健指導データの蓄積が進むにつれ、医療保険者自らが実施する場  
合も含め、健吉多・保健指導の買の管理・評価を行うための第三者評価の仕組みが必  
要となると考えられる醸連携協書義会の活用等を含め、第≡  
者機能評価の在り方について検吉寸を進める必要がある。   
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第3章 健診・保健指導の実施・評価のためのデータ分析とデータ管理   

（1）健診・保健指導の実施・評価のための指標・項眉  

1）基本的考え方   

○ 国の目標（平成27年度に平成20年と比べて糖尿病等の生活習慣病背痛看・  

予備群を25％減少させる）の達成のためには、不健康な生活習慣の蓄積から、  

生活習慣病の予備群、生活習慣病への進展さらに重症化，合併症へと悪化する者  

を減少させること、あるいは、生活習慣病から予備群さらには健康な状態へ改善   

する者を増加させることが必要である。（匝重臣］）  

○ 医療保険者には、健診・保健指導データとレセプトが集まることになるため、  

電子化された健喜多・保健指導データとしセプトを突合したデータの分析を行うこ  

とにより、この分析結果を基にして、前年度の保健指導による予防の効果を評価  

することや、健喜多結果が「受診勧奨」となった者の受原状況の確認をすることが  

可能となる。  

○ 突合データを用いて、個人や対象集団ことに、健吉多・保健指導プログラムの評  

価を客観的に行うためには、どのような健診・保健指導の指標・項目等を抽出す  

れば良いか整理する必要がある。  

○ 医療保険者に所属する医師、保健師、管理栄責士等は健診・保健指導データと  

レセプトから、どの部分に焦点を絞って、疾病予防・重症化予防を行うのが効果  

的かを検討することが必要である。  

○ また、医療保険者に医師、保健師、管理業責士等が所属していない場合には、  

地Ⅰ或・職土或の医師、保健師、管理栄嚢士等の協力を受けて評価する必要がある。  

例えば、市町村国保においては衛生部門と、健保等では職1或の産業医、保健師等  

の協力を得ることが想定される。さらに、小規模な健保等については、保健所・  

健康科学センター等の協力を得ることも想定される。  

箋3章 健診・保健指導の実施・評価のためのデータ分析とデータ管理   

（1）健診▼保健指導の実施・評価のための指標・項目  

1）基本的考え方   

○ 国の目標（平成27年度に平成20年と比べて糖尿病等の生活習慣病有病者・   

予備群を25％減少させる）の達成のためには、不健康な生活習慣の蓄積から、   

生活習慣病の予備群、生活習慣病への進展さらに重症化・合併症へと悪化する者   

を減少させること、あるいは、生活習慣痛から予備群さらには健康な状態へ改善   

する者を増加させることが必要である。（匡蜃亘∃）  

○ 医療保険者には、健診・保健指導データとレセプトが集まることになるため、   

電子化された健診・保健指導データとレセプトを突合したデータの分析を行うこ   

とにより、この分析結果を基にして、前年度の保健指導による予防の効果を評価   

することや、健吉多結果力て「受診勧奨」となった者の受療状況の確認をすることが  

可能となる。  

○ 突合データを用いて、個人や対象集団ごとに、健吉多・保健指導プログラムの評   

価を客観的に行うためには、どのような健診・保健指導の指標・項目等を抽出す  

れば良いか整理する必要がある。  

○ 医療保険者に所属する医師、保健師、管理栄真土等は健喜多・保健指導データと  

レセプトから、どの部分に焦点を絞って、疾病予防・重症化予防を行うのが効果  

的かを検討することが必要である。  

○ また、医療保険者に医師、保健師、管理栄義士等が所属していない場合には、   

地域・職域の医師、保健師、管理栄責士等の協力を受けて評価する必要がある。  

例えば、市町村国保においては衛生部門と、健保等では職域の産業医、保健師等   

の協力を得ることが想定される。さらに、小規模な健保等については、保健所・   

健康科学センター等の協力を得ることも想定される。  
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○ 健診・保健指導の実施・評価の際には、対象集団の母集団となる行政単位の人   

口動態統計（死因統計）、患者言局査、国民生活基礎調査、国民健康・栄責調査（県   

民健康・栄重言周査）、医療費データ、介護保険データなどから確認しうる地土或集   

団の健康言票題の特徴を把握するとともに、対象集団の健吉多結果や生活習慣の知   

識・態度・行動に影響を及ぼす要因を把握することが必要である。   

○ 健吉多・保健指導の実施・評価の際には、対象集団の母集団となる行政単位の人   

口動態統計（死因統計）、患者調査、国民生活基礎調査、国民健康・栄養調査（県   

巨引建康・栄責調査）、医療費データ、介護保険データなどから確認しうる地土或集   

因の健康課題の特徴を把握するとともに、対象集団の健診紹栗や生活習慣の知   

識・態度・行動に影響を及ぼす要因を把握することが必要である。  
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○ 都道府県が策定する医療計画、都道府県介護保険事業支援計画、都道府県健康  

増進計画、都道府県医療費適正化計画等の基礎資料としても有益な指標・項目で  

あることが必要である。  

2）具体的な健診・保健指導を評価するための指標・項目   

① 個人の評価のための指標・項目  

○健診の指標・頂白（当該年度）   

・受療状況  

■健書多受診状況   

・各健診項目（測定値）   

・各健吉多項目判定結果  

○保健指導の指標・項目（当該年度）   

・生活習慣改善状況   

・行動変容ステージの変化   

・介護保険の利用状況  

○レセプト   

・受療状況の有無   

（健診の結果、「受診勧奨」となったにもかかわらず、受診がなされていないの  

ではないか、糖尿病で受言多中断がないのか等の確認ができる。）   

② 集団の評価のための指標・項目   

○健診の指標・項目（当該年度）   

・健吉多受診者数、内訳   

・各健診王頁巨判定結果   

○保健指導の指標・項目（当該年度）   

・保健指導階層化判定   

・生活習慣改善状況   

○レセプト   

・受療状況の有無   

・医療費   

③ 事業評価のための指標・項日   

※母集団（対象集団）の把握が重要である。   

○健診の指標・項目（当該年度）   

○保健指導の指標一項冒（当書亥年度）   

○レセプト   

○事業を評価するための関連情報   

○ 都道府県が策定する医療計画、都道府県介護保険事業支援計画、都道府県健康   

増進計画、都道府県医療費適正化計画等の基礎資料としても有益な指標・項目で  

あることが必要である。   

2）具体的な健診・保健指導を評価するための指標・項目  

（か 個人の評価のための指標・項目  

○健診の指標・項目（当該年度）   

・受療状況   

・健診受診状況   

・各健診項目（測定値）   

・各健診項目判定結果  

○保健指導の指標・項目（当該年度）   

・生活習慣改善状況  

■行動変容ステージの変化   

・介護保険の利用状況  

○レセプト   

・受療状況の有無  

（健診の結果、「受診勧奨」となったにもかかわらず、受喜多がなされていないの  

ではないか、糖尿病で受診中断がないのか等の確認ができる。）  

② 集団の評価のための指標・項目  

○健診の指標・項目（当書亥年度）   

・健診受診者数、内訳   

・各健診項目判定結果  

○保健指導の指標・項目（当該年度）   

・保健指導階層化判定   

・生活習慣改善状況  

○レセプト   

・受療状況の有無   

・医療費  

③ 事業評価のための指標・項目   

※母集団（対象集団）の把握が重要である。   

○健診の指標・項目（当該年度）   

○保健指導の指標・項目（当該年度）   

○レセプト   

○事業を評価するための関連情報  
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